
京 都 産 官 学 連 携 本 部 規 程 新 旧 対 照 表 

改    正    前 改    正    後 

（前 略） 

第４条 本部に、副本部長を置く。 
２ 副本部長は、本学の教職員のうちから、本部長が

指名し、総長が委嘱する。 
３ 副本部長の任期は、２年とし、再任を妨げない。

ただし、指名する本部長の任期の終期を超えること

はできない。 
 
４ 副本部長は、本学の産官学連携活動の推進等につ

いて、本部長を補佐し、適切な助言を行う。 
 （後 略） 

 

第４条  
２  
 
３ 副本部長の任期は、２年の範囲内で総長が定め

る。ただし、指名する本部長の任期の終期を超える

ことはできない。 
４ 副本部長は、再任されることがある。 
５    （同 左） 
 

 

附 則 

 この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

     

（同 左） 


